
相手船に気付いた船長がとった行動は？
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※船舶どうしの
衝突事故のみ

衝突時のプレジャーボートの状態は？

海上衝突予防法では、停止中（錨泊中、漂泊中）でも
避航する義務（同法第17条）があります。停止中の船舶
でも衝突した場合、刑事罰、行政罰が科せられることがあ
ります。

停止中（錨泊中、漂泊中）の船舶にも避航義務があります！

避航動作を
とらなかった

避航動作をとった

※船舶どうしの
衝突事故のみ

衝突事故を起こさないために！

航行中

停止中

・相手船は貴方の存在に気付いていません！

・危ないと感じたら、避航する行動を！

・アンカーロープはクリートに結ばず、ロープ

末端をリング状にし、クリートに掛ける等

して、いつでも逃げる態勢を！
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海の安全情報 七管区 検索
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・サイレン、ホーン、ホイッスル等大きな音

で相手船に自船の存在を伝えましょう。


